
 

 

本計画は、社会福祉法第 107 条の規定に基

づく市町村地域福祉計画です。 

本町の最上位計画である「浪江町復興計画

（第三次）」における復興の理念「夢と希望

があふれ 住んでいたいまち 住んでみたい

まち ～なかよく みんな えがおの 花咲

くまち なみえ～」を実現するための分野別

個別計画として、地域福祉を総合的に推進す

る理念や方向性を示すもので、福祉部門計画

の上位計画として、高齢者・障がい者・児童

といった対象ごとの福祉に関する各個別計画

と整合性を持ち、福祉・保健・医療及び生活

関連分野との連携を確保します。 

地域福祉計画と関連性が非常に高いことか

ら、再犯の防止等の推進に関する法律第８条

第１項に規定する「地方再犯防止推進計画」

を包含するものとし、本計画と一体的に策定

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

計画の位置づけ           地域福祉とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の期間 

  

地域福祉とは、誰もが地域で安心して暮ら

していくために、町民や事業者、各種団体、

行政がそれぞれの役割を果たしながら、互い

に支え合い、助け合って様々な課題の解決に

取り組んでいく考え方です。 

地域福祉の推進にあたっては、「自助」

「互助」「共助」「公助」の視点と役割が重

要なポイントになります。課題解決のために

は、自分でできることは自分で行う「自助」

のほか、近隣住民や友人・知人、行政区、ボ

ランティア、社会福祉協議会等が互いに協力

して助け合う「互助」と介護保険制度や医療

保険制度、社会保険制度等による相互扶助の

「共助」、法律や制度に基づき行政が提供す

る公的制度の「公助」の行政の役割を、地域

の実情に合った形で重層的に組み合わせて取

り組んでいくことが求められます。 

 

浪江町 
地域福祉計画 
令和８年度～令和１２年度 

基 本 理 念 

人と人とがつながり支え合う 

あたたかな福祉のまち なみえ 

計画期間は、令和８年度から令和 12年度までの５年間です。 

なお、今後の制度改正や社会情勢の変化などにより、 

大きな変化がみられた場合には、必要に応じて見直しを行います。 

概要版 
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基本施策２ 活動の担い手の発掘・育成 

【施策の方向】 

●目的・対象・所要時間・関わり方をわかりやすく示すなど、情報内容の工夫を行います。 

●活動成果などの「見える化」を進め、ボランティア登録や人材バンク等への登録促進につなげます。 

●多様な参画形態を整備し、若者・就労世代・町外関係人口等も含めた参入機会の拡大を図ります。 

●子育ての相互援助活動や認知症予防等、各分野における担い手確保・育成を進めます。 

●地域資源が最大限に機能するための環境づくりを推進します。 

基本施策１ 地域活動への積極的参加に向けた意識づくり 

【施策の方向】 

●地域共生社会への理解促進を図るとともに、参画する意識を育みます。 

●多様な交流・活動の機会を拡充し、日常的な参加につなげます。 

●多様な媒体での丁寧な案内に努め、参加の裾野を広げます。 

●町民の積極的な参加と参画の拡大を図ります。 

【行政の主な取組】 

障がいに関する啓発活動の推進 / 福祉のまちづくりの推進 / 福祉に関する教育の推進 

魅力ある学校教育の推進 / スポーツ・レクリエーションや文化活動への参加促進 / 多様な 

交流機会の拡充 / こどもの個性と創造性を育む環境整備 / 家庭生活と職業生活の両立支援 

【行政の主な取組】 

ボランティア活動の推進 / 地域活動の担い手育成 / 多様な保育サービスの充実と質の向上 /  

地域活動の人材発掘・育成 

 

基本目標１ 支え合いのこころを育むひとづくり 

 

浪江町の課題 

１ 人口構造・世帯構造の変化 

◇ 見守りの需要が高まりや課題の複雑化で、 

支援範囲が多岐にわたる 

◇ 地域共生の共感は低く、福祉への関心も伸び悩み 

２ 地域とのつながりの希薄化と孤立の深刻化 

◇ 地域交流が希薄な層が一定数存在し、長期避難や 

多拠点生活による孤立問題が深刻 

◇ 交流機会・情報伝達不足で地域活動への参加が進まず 

３ 権利擁護の推進 

◇ 制度の認知や申請から利用までの伴走支援が 

不足している 

◇ 認知症高齢者の割合が高く、認知症施策・ 

権利擁護ニーズが増加する見込み 

４ 複合的な困難を抱える人への包括的支援の必要性 

◇ 分野別支援のみでは限界があり、必要な支援につなげられる 

相談体制の整備が急務 

◇ 協働ネットワークの機能も弱く、支援が停滞 

５ 再犯防止の推進 

◇ 再犯者の割合は高止まり、立ち直り支援への協力意向は 

賛否分かれ、地域における理解促進が必要 

◇ カウンセリングとつながり支援を軸にした地域支援体制が 

重要 

６ 地域福祉活動の支援と福祉サービスの充実 

◇ 参加意向は低く、協働意識の醸成も不十分 

◇ 居場所や福祉サービスに関する情報提供の不足で、 

参加促進や供給体制が弱い 

７ 安全・安心な地域づくり 

◇ 災害時要援護者が一定数おり、地域における避難支援が 

必要で、安全安心ニーズは町内居住者で高い 

◇ 地域の実情に合わせた地域安全網の再構築が必要 



 

 

【行政の主な取組】 

相談窓口の明確化 / 情報提供の充実 / 情報収集 / 子育て情報等の発信 

【行政の主な取組】 

地域組織の育成 / ボランティア等、活動団体の促進 / 健康づくり・生きがいづくりの支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本施策２ 情報提供の充実 

【施策の方向】 

●町民が入手しやすい情報の提供・周知の仕組みづくりと、分かりやすい情報発信に努めます。 

●講座・イベント等の機会を活用し、地域福祉に関する情報発信の充実を図ります。 

●福祉情報の収集・集約、継続的発信を通じ、必要な支援へ円滑につながる環境づくりを進めます。 

基本施策３ 見守り支援の充実(再犯防止対策の推進【浪江町再犯防止推進計画】を含む) 

【施策の方向】 

●地域の実情に応じた分野横断による見守り支援の体制を強化します。 

●見守り～支援までの仕組みの標準化と、夜間・休日対応を含む運用の統一化、定期的な運用点検

を進めます。 

●地域のつながりを活かした見守りの推進や、地域ぐるみで支え合う環境づくりに取り組みます。 

●地域の実情に応じた更生支援や再犯防止に関する事業・取組に努めていきます。 

基本施策４ 被災者への支援 

【施策の方向】 

●復興支援員、民生委員・児童委員等と連携し、潜在的な支援ニーズを把握します。 

●広域連携を強化し、一体的な支援とともに、切れ目のない支援体制を整備します。 

●放射線量低減などの安全な生活環境の整備と、避難生活への不安の軽減を図ります。 

基本施策１ 地域活動への支援 

【施策の方向】 

●地域活動の内容等の周知を進め、支援資源に迷わずつながる案内体制を整備します。 

●活動団体等の基盤整備に向けた支援と、情報・事例の共有の場を計画的に設けます。 

●ワンストップ型の相談・支援体制を整え、運営負担の軽減と活動の継続・活性化を図ります。 

【行政の主な取組】 

地域の支え合い活動の促進 / 権利擁護の推進 / こどもの権利擁護とこどもまんなか地域づく

りの推進 / 虐待防止対策の推進 / 児童虐待防止体制の強化 / 認知症ケア支援体制 / 自殺対

策の推進 / 学校等と連携した非行防止・再犯防止対策の推進 

【行政の主な取組】 

放射線対策 / 安全な生活環境の整備 / 被災高齢者支援の推進 

 

基本目標 2 地域の助け合いのしくみづくり 
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【行政の主な取組】 

包括的な相談体制の充実 / 基幹相談支援センターを中心とした支援体制の充実 / 地域包括支

援センターを中心とした支援体制の充実 / こども家庭センターを中心とした支援体制の充実 / 

広域連携の強化 / こどもの生きる力の育成支援 / こどもの居場所づくりの推進 /就労・社会

参加への自立に向けた支援  

【行政の主な取組】 

福祉サービスの質の向上 / 障がい福祉サービスの推進 / 在宅生活を支援するサービスの推進 

/ 居住の場の確保 / 介護給付適正化の推進 / 療育支援・障がい児支援の推進 / 保健・医療・

福祉の連携 

【行政の主な取組】 

防災対策の推進 / 地域の見守り活動の推進 / 交通安全・防犯体制の推進 / 安全な生活環境の

整備 / やさしいまちづくりと地域の生活環境のバリアフリー化 / 移動・交通手段の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策１ 包括的な支援体制の構築 

【施策の方向】 

●適切な支援へと繋ぐ総合相談の入口機能の明確化と、相談支援体制の充実強化を図ります。 

●平時から非常時まで切れ目なく機能する包括的な支援体制を構築します。 

●ゲートキーパー養成研修の推進や就労支援事業等と連動した自立・社会参加への支援を進めます。 

●「孤独・孤立対策市町村地域協議会」を「重層的支援体制整備事業」に準じる仕組みとして整備す

ることを検討します。 

基本施策２ 福祉サービスの適切な利用促進 

【施策の方向】 

●伴走型を核とした相談支援により、町民に寄り添った支援に努めます。 

●申請同行や書類作成支援、予約・記録のデジタル化等により、利用者の負担軽減を図ります。 

●適した制度・サービスを必要な時に自ら選択できるよう、情報バリアフリー化を推進します。 

●質の高い適正な福祉サービス提供と、適切な情報提供を進めます。 

基本施策３ 安全・安心な環境づくり 

【施策の方向】 

●避難行動要支援者の把握と個別避難計画を進め、避難手順の明確化と実効性の向上を図ります。 

●防災無線やＳＮＳ等の複数手段を活用した情報伝達の推進と、福祉避難所の環境整備を進めます。 

●自主防犯、防災組織、浪江町防犯見守り隊、防犯ボランティア、消防団等の地域防災力の向上を 

進め、犯罪を抑止する環境づくりを推進します。 

●公共施設等のバリアフリー化や生活道路の点検・修繕等、町民が安全・安心に暮らし続けられる生

活環境の整備に努めます。 

 

基本目標 3 多様な協働・連携によるまちづくり 

浪江町役場 介護福祉課 福祉係 

福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田 7-2  TEL:0240-34-0238  FAX:0240-34-3436 

お問い合わせ 


